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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第46期

第３四半期連結
累計期間

第47期
第３四半期連結
累計期間

第46期

会計期間
自　平成28年９月１日
至　平成29年５月31日

自　平成29年９月１日
至　平成30年５月31日

自　平成28年９月１日
至　平成29年８月31日

売上高 （百万円） 48,444 46,261 63,957

経常利益 （百万円） 619 512 382

親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する

当期純損失（△）

（百万円） 2 576 △438

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 42 596 △398

純資産額 （百万円） 22,926 22,789 22,486

総資産額 （百万円） 40,282 43,695 39,250

１株当たり四半期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）

（円） 0.12 27.85 △21.19

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.5 51.7 56.8

 

回次
第46期

第３四半期連結
会計期間

第47期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日

自　平成30年３月１日
至　平成30年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 3.86 40.30

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して

おりません。

 

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策・金融政策の効果を背景に、企業収

益や雇用環境の改善が続く中で、個人消費も持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたし

ました。一方、外食業界におきましては、原材料価格の高騰に加えて、人手不足を背景にした人件費の上昇なども懸

念される中で、台風や寒波など天候不順の影響も重なり、依然として厳しい環境が続きました。

　このような状況下において、当社グループは、前期に引き続き「店舗リストラクチャリングの推進」並びに「店舗

業態ポートフォリオの充実化」を最重要戦略と認識し、将来に向けた収益基盤の確立を図るとともに、ＭＤ（マー

チャンダイジング）改革の推進、従業員向けモチベーションアップ策の拡充、グループ子会社の役割・機能強化な

ど、様々な施策に取り組みました。

　一方、店舗展開におきましては、新規出店を14店舗、店舗改装を41店舗、店舗閉鎖を24店舗で行いました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ4.5％減少の46,261百万円となりました。

　セグメント別では、飲食事業につきましては、当社グループの既存店売上高が対前年比98.3％と減少したことや、

前期及び当期に実施した店舗閉鎖による売上減少が大きく影響し、売上高は前年同期に比べ7.1％減少の36,535百万

円となりました。

　卸売事業につきましては、フランチャイズ店舗への食材卸売が減少したこと等により、売上高は前年同期に比べ

2.2％減少の3,091百万円となりました。

　不動産事業につきましては、賃借店舗物件の転貸が増加したこと等により、売上高は前年同期に比べ2.5％増加の

836百万円となりました。

　フランチャイズ事業につきましては、前期に新しく導入した「ボランタリーチェーン（ＶＣ）制度」の推進に伴う

事業の拡大により、売上高は前年同期に比べ17.6％増加の325百万円となりました。

　運送事業につきましては、物流子会社が行うグループ外部取引先への配送業務が増加したことにより、売上高は前

年同期に比べ13.1％増加の5,025百万円となりました。

　その他事業につきましては、売上高は前年同期に比べ7.1％増加の446百万円となりました。

　一方、利益面につきましては、営業利益は前年同期に比べ20.3％減少の481百万円、経常利益は前年同期に比べ

17.2％減少の512百万円となりました。一方、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、連結子会社にお

ける固定資産の譲渡等により固定資産売却益を846百万円計上したこともあり、576百万円（前年同期は親会社株主に

帰属する四半期純利益２百万円）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は17,628百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,095百万円増

加となりました。これは、現金及び預金が2,008百万円増加したこと等によるものであります。

　また、固定資産は26,049百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,332百万円増加となりました。これは、店舗

改装等により建物及び構築物（純額）が2,888百万円増加したこと等によるものであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は9,210百万円となり、前連結会計年度末に比べて621百万円増加と

なりました。これは、１年内返済予定の長期借入金が618百万円増加したこと等によるものであります。

　また、固定負債は11,696百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,521百万円増加となりました。これは、長期

借入金が2,566百万円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は22,789百万円となり、前連結会計年度末に比べて302百万円増加と

なりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が286百万円増加したこと等に

よるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

 

(4) 研究開発活動

　特記すべき事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年７月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 21,198,962 21,198,962
東京証券取引所

（市場第一部）

株主としての権利内容に制

限のない、標準となる株式

単元株式数 100株

計 21,198,962 21,198,962 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成30年３月１日～

平成30年５月31日
― 21,198,962 ― 8,626 ― 9,908

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】
 

平成30年５月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　 513,400
－

株主としての権利内容に制

限のない、標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　　20,679,700 206,797 同上

単元未満株式 普通株式　　　　 5,862 － 同上

発行済株式総数 21,198,962 － －

総株主の議決権 － 206,797 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が31,300株（議決権313個）

含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年５月31日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社　大庄

東京都大田区大森

北一丁目22番１号
513,400 - 513,400 2.42

計 ― 513,400 - 513,400 2.42

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年３月１日から平

成30年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年９月１日から平成30年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(平成29年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,657 13,665

売掛金 1,938 1,998

有価証券 65 64

商品及び製品 499 543

仕掛品 0 0

原材料及び貯蔵品 153 153

繰延税金資産 367 372

その他 1,009 980

貸倒引当金 △158 △152

流動資産合計 15,532 17,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,355 9,243

機械装置及び運搬具（純額） 499 558

工具、器具及び備品（純額） 431 541

土地 4,150 3,793

リース資産（純額） 147 89

建設仮勘定 669 572

有形固定資産合計 12,254 14,798

無形固定資産   

借地権 913 913

リース資産 2 1

その他 584 667

無形固定資産合計 1,500 1,582

投資その他の資産   

投資有価証券 295 312

出資金 4 4

長期貸付金 22 18

差入保証金 6,093 6,007

敷金 3,387 3,229

繰延税金資産 59 7

その他 230 192

貸倒引当金 △131 △103

投資その他の資産合計 9,962 9,668

固定資産合計 23,717 26,049

繰延資産   

社債発行費 - 18

繰延資産合計 - 18

資産合計 39,250 43,695
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(平成29年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,972 1,889

短期借入金 125 125

1年内返済予定の長期借入金 2,590 3,209

1年内償還予定の社債 30 90

リース債務 95 64

未払金 2,414 2,310

未払法人税等 300 217

未払消費税等 213 115

賞与引当金 390 209

株主優待引当金 115 91

店舗閉鎖損失引当金 1 1

資産除去債務 35 232

その他 304 653

流動負債合計 8,588 9,210

固定負債   

社債 - 765

長期借入金 3,801 6,367

リース債務 116 64

退職給付に係る負債 1,835 1,886

役員退職慰労引当金 305 234

受入保証金 644 619

資産除去債務 1,352 1,332

繰延税金負債 110 420

その他 7 4

固定負債合計 8,175 11,696

負債合計 16,763 20,906

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,626 8,626

資本剰余金 9,908 9,908

利益剰余金 4,216 4,502

自己株式 △602 △602

株主資本合計 22,148 22,434

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 155 165

土地再評価差額金 △5 △5

その他の包括利益累計額合計 149 160

非支配株主持分 188 194

純資産合計 22,486 22,789

負債純資産合計 39,250 43,695
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年９月１日
　至　平成30年５月31日)

売上高 48,444 46,261

売上原価 18,521 18,324

売上総利益 29,922 27,937

販売費及び一般管理費 29,318 27,455

営業利益 604 481

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 3

受取保険金 1 25

貸倒引当金戻入額 2 19

その他 66 46

営業外収益合計 74 94

営業外費用   

支払利息 26 28

その他 33 34

営業外費用合計 59 63

経常利益 619 512

特別利益   

固定資産売却益 5 846

受取補償金 72 241

特別利益合計 77 1,087

特別損失   

固定資産除却損 150 221

店舗関係整理損 37 53

減損損失 106 124

事業支援損 - 39

店舗閉鎖損失引当金繰入額 20 1

子会社移転費用 - 18

特別損失合計 315 458

税金等調整前四半期純利益 382 1,142

法人税、住民税及び事業税 228 201

法人税等調整額 139 354

法人税等合計 367 556

四半期純利益 14 586

非支配株主に帰属する四半期純利益 11 9

親会社株主に帰属する四半期純利益 2 576
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年９月１日
　至　平成30年５月31日)

四半期純利益 14 586

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 27 10

その他の包括利益合計 27 10

四半期包括利益 42 596

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30 586

非支配株主に係る四半期包括利益 11 9
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【注記事項】

（追加情報）

（連結納税制度の適用）

　当社グループは、第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

記載すべき事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

記載すべき事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年９月１日
至　平成29年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年９月１日
至　平成30年５月31日）

減価償却費 1,082百万円 1,052百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年９月１日　至　平成29年５月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月25日

定時株主総会
普通株式 165 8.00 平成28年８月31日 平成28年11月28日 利益剰余金

平成29年４月14日

取締役会
普通株式 124 6.00 平成29年２月28日 平成29年５月22日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年９月１日　至　平成30年５月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月28日

定時株主総会
普通株式 165 8.00 平成29年８月31日 平成29年11月29日 利益剰余金

平成30年４月13日

取締役会
普通株式 124 6.00 平成30年２月28日 平成30年５月21日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年９月１日　至　平成29年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連

結損益計

算書計上

額

（注）３

 飲食事業卸売事業
不動産事

業

フラン

チャイズ

事業

運送事業 計

売上高           

外部顧客への売上高 39,328 3,161 816 276 4,444 48,027 416 48,444 － 48,444

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 8,088 299 － 478 8,866 415 9,281 △9,281 －

計 39,328 11,250 1,116 276 4,922 56,893 831 57,725 △9,281 48,444

セグメント利益 1,496 310 257 189 144 2,399 79 2,478 △1,874 604

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の製造・販売事業等を含ん

でおります。

２．セグメント利益の調整額△1,874百万円には、セグメント間の取引消去△0百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,873百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「飲食事業」セグメントにおいて、店舗資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額

は、当第３四半期連結累計期間において98百万円であります。

「その他」セグメントにおいて、その他の資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上

額は、当第３四半期連結累計期間において8百万円であります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年９月１日　至　平成30年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連

結損益計

算書計上

額

（注）３

 飲食事業卸売事業
不動産事

業

フラン

チャイズ

事業

運送事業 計

売上高           

外部顧客への売上高 36,535 3,091 836 325 5,025 45,815 446 46,261 - 46,261

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 7,670 278 - 488 8,438 353 8,792 △8,792 -

計 36,536 10,762 1,115 325 5,514 54,254 799 55,054 △8,792 46,261

セグメント利益 1,554 150 261 197 76 2,240 99 2,340 △1,858 481

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の製造・販売事業等を含ん

でおります。

２．セグメント利益の調整額△1,858百万円には、セグメント間の取引消去△0百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,857百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「飲食事業」セグメントにおいて、店舗資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額

は、当第３四半期連結累計期間において118百万円であります。

「フランチャイズ事業」セグメントにおいて、フランチャイズ店への賃貸資産の減損損失を計上しておりま

す。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において5百万円であります。

「その他」セグメントにおいて、その他の資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上

額は、当第３四半期連結累計期間において0百万円であります。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、「その他」に含まれていた「運送事業」について、量的な重要性が増し

たため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間の報告セグメントの

区分に基づき作成したものを開示しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年９月１日
至　平成29年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年９月１日
至　平成30年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 0円12銭 27円85銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
2 625

普通株主に帰属しない金額（百万円） - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
2 625

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,684 20,684

　(注) １　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

２　当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　中間配当について

　第47期（平成29年９月１日から平成30年８月31日まで）中間配当については、平成30年４月13日開催の取締役会

において、平成30年２月28日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこと

を決議いたしました。

①　配当の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 124百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 6円00銭

③　支払請求権の効力発生日および支払開始日　　平成30年５月21日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成30年７月13日

株式会社　　大　　　　　　庄

取　締　役　会　　御　中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　明典

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　裕輔

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社大庄の平成29年９月１日から平成30年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期
間（平成30年３月１日から平成30年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年９月１日か
ら平成30年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結
損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我

が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比

べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大庄及び連結子会社の平

成30年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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